
手続きの流れ (別紙1）

1 住宅改修の協議

※ケアマネジャーの代わりに「住環境コーディネーター等」の場合あり

2 現場協議・指示
　　　　　　　　指示

※ケアマネジャーは、施工事業者へ「受領委任払い」の可否を確認→否の場合、理由書を事前申請へ添付

3 施工内容協議

4 事前申請

※「支給申請書」はケアマネジャー・住環境コーディネーター等が代行の場合もあり

5 承認連絡

※「住環境コーディネーター等」から施工事業者へ連絡する場合もあり

被保険者 ケアマネジャー 

施工事業者 

利用者とケアマネジャーの協議 
  1 利用者の資格・給付制限確認 
  2 施工の必要性 
  3 施工事業者決定(一覧参照) 

ケアマネジャー 

三者での現場協議 
  1 設置物、設置場所等の確認 

被保険者 

被保険者 施工事業者 

被保険者と施工事業者の協議 
  1 施工内訳の決定 
  2 見積書作成 
  3 施工前写真(申請日より１ヶ月以内の日付入り) 

  4 平面図作成  

被保険者 市 

申請書提出 
  1 「支給申請書」提出(被保険者→市) 

  2 「承認通知書」送付(市→被保険者) 

市 

  1 承認連絡(電話) 
      市→ケアマネジャー・被保険者→施工事業者    
  2  施工事業者、施工(被保険者との日程調整後) 

ケアマネジャー・被保険者 施工事業者 



6 施工
　　ここで、施工場所や、施工費に変更があれば新規申請へ戻る

7 被保険者負担分の受領　※負担割合証を確認すること

被保険者負担分の支払い
(支給対象外部分含む)

領収証の発行

8 工事完了写真の提出

　　　　　　　　　　領収証 領収証(ｺﾋﾟｰ)

費用内訳書・施工後写真(日付入り)　

「工事完了届」

　※ケアマネジャーの代わりに

　　　「住環境コーディネーター等」の場合あり

9 保険給付分受領

保険給付分支払

支給決定通知書

　※指定口座へ5日、15日、25日の３回の支払い機会（支払日が休日の場合、前日の営業日）

　　市は、できるだけ早目の支払いに努める

被保険者 施工事業者 

ケアマネジャー 

施工事業者 

施工事業者 

市 

市 

被保険者 

被保険者 


